
令和５年度第２回出雲市地域公共交通活性化協議会 

 

と き 令和 5年(2023)8月 17日（木）10:00～ 

ところ 出雲市役所 市民応接室         

出席者 17名（うち代理出席 2名）       

１． 開会 

 

２．あいさつ 

（会 長） 本日は今年度 2回目の会議となります。 

議事としましては、役員改選と前回の会議でご意見をいただいた件につ

いて、その後の対応を報告させていただきたいと思います。 

 皆様におかれましては、忌憚のないご意見を頂戴いただきますようお願

いをしまして、開会にあたりましてのあいさつとさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） ありがとうございました。 

それでは本活性化協議会に委員の一部交代がございましたのでご報告

をさせていただきたいと思います。 

事前にお配りしております席次表名簿をご覧いただきたいと思います。

名簿順にご紹介をさせていただきます。 

出雲地域からお出かけいただいております出雲地域自治協会連絡協議

会の会長さんがお替わりになりましたので、ご紹介いたします。 

出雲地域自治協会連絡協議会会長、布野敏次様でございます。 

～布野委員あいさつ～ 

続きまして、出雲市議会から新たに総務委員会委員長、今岡真治様にお

出かけいただくことになりました。よろしくお願いいたします。 

～今岡委員あいさつ～ 

ありがとうございました。 

（事務局） 続きまして本日の出席状況についてご報告させていただきます。併せて

名簿の方ご覧いただきたいと思います。 

平田地域を代表して、平田生活バス利用促進協議会会長小林様にお出か

けいただく予定でございましたが、本日ご欠席で、代理で錦織宏様にお出

かけいただいております。よろしくお願いいたします。 

～錦織委員あいさつ～ 

それから佐田地域代表として佐田地域過疎地交通対策検討委員会会長

糸賀様でございますけれども、本日ご都合によりご欠席でございます。 

それから一般社団法人島根県旅客自動車協会からお出かけいただいて

いる秦委員様についてもご都合によりご欠席でございます。 

それから、島根県交通対策課課長、山影課長様もご欠席でございまして、



本日は代理で大谷倫広様にお出かけいただいております。よろしくお願い

します。 

～大谷様あいさつ～ 

それでは議事の方に移って参ります。規約により、議長は会長が務めるこ

とになっております。 

会長さんよろしくお願いします。 

３．議事 

（会 長） それでは資料の方をご覧いただきたいと思いますが、2ページ第 1号議

案 役員の選出についてであります。本会の規約第 5 条により役員の任

期は 2年となっております。その任期は本年 8月 22日をもって満了とな

るため、8月 23日以降の会長を互選により選出いただきたいと思います。 

どなたかご意見がございますでしょうか。 

（委 員） 引き続き総合政策部長に会長になっていただきたい。 

（会 長）  そのほかご意見がございますでしょうか。 

～意見なし～ 

それでは提案されたのが私ということで恐縮ではございますが、承認い

ただける方は拍手をお願いします。 

～拍手多数～ 

ありがとうございました。 

それでは引き続き、私の方で会長を務めさせていただきたいと思いま

す。 

資料の方にお名前を書いていただけたらと思います。 

次に副会長及び監事の選出についてでございますが、規約第５条２項の

規定により、それぞれ会長が指名することとなっています。 

つきましては、副会長には湖陵町区会連合会会長 森山様に、監事は引

き続き一般社団法人出雲観光協会事務局長 稲根様、島根県地域振興部交

通対策課課長 山影様にお願いしたいと思います。 

それではここで新たに副会長になられる森山委員さまにごあいさつを

頂戴したいと思います。 

（委 員） どうも皆さんおはようございます。 

ただいま会長から副会長の指名を受けました湖陵町区会連合会会長の

森山でございます。よろしくお願いします。 

私もついこの間、この会に出させていただいたばかりでございますが、

以前に地元でも交通計画の変更等いろいろなことに関わってきています。 

これからの 10年、20年先を想像し、この会を非常に重要な会だと思っ

ています。出雲市の中心部は 20 年後にはあまり驚くほど極端な減少には

ならないと思いますが、旧出雲を取り巻く周辺は大変恐ろしい時期が迫っ

ている。 



そうした中で、地域住民の足を守る、生活を守る、そういう意味では、

この会は大変重要であると私は常に思っています。そうした中で副会長を

受けたので一生懸命頑張りたいと思いますが、皆さんとともに頑張ってい

きたいと思います。 

（会 長） それでは続きまして、次第 4 出雲市地域公共交通計画事業実施計画に

ついて事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 第 1 回の協議会で、事業実施計画について説明をさせていただいたと

ころでございますけれども、事業内容に追加等々ございましたので改めて

ご説明をさせていただきたいと思います。 

～施策 1－3 鉄道の利用促進強化（乗り方教室）について説明～ 

それでは続きまして 6ページの方をご覧いただきたいと思います。 

ＪＲ西日本さんの取組について、島委員さんからご説明をお願いいたし

ます。 

（委 員） ～施策 1－3 鉄道の利用促進強化（JRの取組）について説明～ 

（事務局） ありがとうございました。 

それでは続いて 7 ページの方をご覧いただきたいと思います。続いて

一畑電車さんの取組について、野津委員さんからご説明をお願いいたしま

す。 

（委 員） ～施策 1－3 鉄道の利用促進強化（一畑電車の取組）について説明～ 

（事務局） ありがとうございました。 

続いて施策 3及び施策 9、施策 13－2についてご説明をいたします。 

～施策 3高齢者が利用しやすい新たな地域内交通の導入、施策 9、中山間

地域のまちづくりと連携した取り組みの推進について説明～ 

～施策 13 の 2、観光客や帰省客などの利用を見据えた公共交通サービス

の検討について説明～ 

続いてですけれども、資料の方は特に今回用意しておりませんが、前回、

施策 10 公共交通の担い手不足への対応についての関連で、自衛隊を退職

された方を運転手さんとして採用されてはどうかというご意見がござい

ました。 

その後我々、自衛隊の方に出かけまして、状況についてお話を聞いて参

りましたので、その内容について皆さんの方にお知らせしたいと思いま

す。 

（事務局） 6月に、自衛隊の退職者の再就職を援護される団体である自衛隊援護協

会島根地域援護センター出雲分室というところに行き、話を伺ってきまし

た。 

まず求人の方法ですが、求人を申し込む場合には、求人票を提出してい

ただきたいということです。この求人票は 1年間有効ということでした。

用意しておりませんけれども、ホームページの方に求人票が掲載されてお



りますので、それを記入していただいて、メールで申し込みができるとい

うことです。 

それで自衛隊の退職者の説明をしていただきましたが、自衛隊の退職者

は二通りあるということを仰ってまして、54 歳から 57 歳で退職となる

「若年定年制」の場合と、20～30代半ばぐらいで退職される「任期制」の

退職者の方がいらっしゃるそうです。 

若年定年制の場合には、誕生日をもって退職となるので、例えば市役所

のように 4月から求人をする場合ですと、9月の誕生日の方は 9月で退職

になり 4 月まで職がないということになりますので、そういう場合に敬

遠されるということがあるそうです。 

それから任期制の退職者の方は、任期にもよりますが、3月に退職とな

る場合が多いということを聞いております。 

任期制の退職者の方を対象にして、8月に合同企業説明会というのを開

催されているそうです。この説明会には大体 40～50 社ぐらいの企業を招

いて開催するということを聞いております。今年度は、8 月 31 日に米子

で開催され、対象となる方が 6 名程度ということをおっしゃっていまし

た。 

今までの傾向として、人気の業種としては、警備関係、それからトラッ

ク運送、そういったお仕事を希望される方が多いということを聞いており

ます。 

自衛隊援護協会の方へは、今、運転手さんが減少しており公共交通の維

持が大変難しいということを説明しております。それでご協力いただけた

らということでお話はしてきました。 

なかなか早々に成果があらわれるということはないと思いますけれど

も、想いは理解していただいたと思っております。 

春木委員さん、ご提案いただきましてありがとうございました。 

（会 長） それでは事務局から説明したことについてご質問、ご意見を頂戴したいと

思います。 

初めに、先ほど担い手不足の話がありましたけれども、県の方ではどの

ような取組をお考えなのか最初に伺いたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（大谷氏） 島根県交通対策課の大谷でございます。よろしくお願いいたします。 

前回の活性化協議会の際に、島根県旅客自動車協会の秦委員の方から、

島根県と協力して今年度行っていきますということがありましたので、現

在の取組状況を説明させていただきます。 

島根県では 6 月ぐらいから 7 月ぐらいにかけて個別の事業者さんを訪

問させていただき、一畑バスさんもですが、運転手さんの状況を、どのく

らい不足しているかですとか、採用方法とかをヒアリングさせていただ



き、どういったことが県としてできるのかといったところを考えていると

ころでございます。 

そのヒアリングのなかで、バスの事業者さん、タクシーの事業者さんに

も伺っていますが、主なご意見としましては、業界にしみついたイメージ

がいい方向に発信できてないのではないか。例えば公共性が非常に高いや

りがいのある仕事なんだけれども、そこではなく、例えば給与が低いだと

か、責任が重いだとかそういったところに目が行きがちになってしまうの

で、よりプラスの面を発信できないだろうかといったご意見をいただきま

した。 

あと、これまでハローワークを中心に採用活動をされていたということ

で、それ以外の最近の web での採用活動などのそういった手法を習得す

る機会が設けられないだろうかとかそういったご意見を伺っているとこ

ろでございます。 

県としましても、事業としましては、旅客自動車協会さんが実施された

事業に対して県から 3 分の 2 補助、予算額としては島根県は 200 万円を

もっているのでトータル 300 万円の事業でできないかということで、協

会さんと話をしています。 

今、案としては先ほどお話いたしましたけれども、その業界全体をＰＲ

できるようなツール、例えばパンフレットだったり動画だったり、そうい

うものが作れませんかという相談をしようと思っております。 

また採用評価セミナーといいますか、最新の採用活動の手法の習得機会

というようなことをセミナーとして開けないかと、協会さんと相談しなが

ら実施に向けて頑張っているところでございます。 

いずれにしましても、先ほど出雲市さんからもお話がありましたが、す

ぐに解決するようなものではなくて、中長期的に取り組まなければならな

いというタイミングがきているという認識でおりますので、引き続き皆さ

んからのご意見をいただきながら効果的な事業になるように取り組んで

いきたいと考えています。島根県からは以上でございます。 

（会 長） ありがとうございました。 

それでは事務局からの説明、先ほど県から説明いただいた内容も含めま

して、皆様からのご意見ご質問を頂戴したいと思います。どなたからでも

結構です。いかがでしょうか。 

（委 員） 6 ページの WESTER アプリの利用促進のところですが、去年、湖陵の江

南駅が新しくなって、今年の初め頃に観光でくにびき荘を利用された方が

駅なのに時刻表がないといわれ、間接的に私のところへどうなっているの

か、時刻表がない駅などあるのかと聞かれた。それで交通政策課に聞いた

ら、それは JRさんが時刻表を作られないと。 

今これを見てわかったんですが、紙媒体の時刻表の廃止ということなん



ですね。結局、今いろんなことでみんなが利用しましょうとか、あるいは

地域で車に乗れないところはバスでとかいろんなことで言いながら、せっ

かく利用しようという人がいても駅に時刻表がない。バス停に行ったら時

刻表がない、そんなことが考えられるんですか。 

それでここにアプリがあって、私もこれは検索する。だから、10 年ぐ

らい我慢すれば丸く収まるかもしれないが、現在の時点で、これですべて

がいいのかなと。 

まず、そういう方針でやっておられることをどうこうしてくださいとか

言うつもりはないんですが、ただこういう中でそれがわかっていてこのま

ま仕方がないですでは済まないと思います。何かの方法を、全国的に例え

ば、他の地域でこんなことをやっていてそんなことは別に問題ないという

ようなことがあれば教えてほしいと思います。 

（委 員） ありがとうございます。 

江南駅につきましては、前の駅舎の時は駅舎とホームの待合室に時刻表

を出させていただいておりまして、建て替えという話になったときに、協

議するのは私ではなく違う部署が協議するんですが、出雲市さんとの協議

の中で、新しい駅舎の方には時刻表はおかないということで、ホームの待

合室、私ども管理してるところでは、時刻表を今までどおり載せていただ

いております。 

（委 員） あそこにはあるんですね。あそこにあるなら、勝手に入って行って見て

いいですね。 

（委 員） はい。全然構いませんので。 

それで紙媒体っていうのは、今までそういう冊子になった時刻表とか、

お配りしていた新聞社さんが作られた時刻表とかも、やっぱり古い時刻表

を見て来られる方が非常に大きいというのが、あれ、あれ、あれっていう

話になって。 

この間も、お客様がもらわれた時刻表が、平成 29 年ぐらいのホテルか

らもらわれた時刻表で、やっぱりそういうことがあるということで、お客

様にかえってご不便をおかけするということで、いわゆる紙で作ったもの

はやめさせていただいて、それをアプリからということにさせていただき

まして、駅の時刻表につきましては今までどおり設置をさせていただいて

おります。 

（委 員） ありがとうございました。 

中にもないような話を聞いたもので、それで一体どうするんだと。それ

で、私らが作ってもいいんですが、今の話で、作り忘れたりすると、前の

時刻表を見てまたトラブルがあると、あまり簡単に地元でやりますとうこ

ともできませんので。それで何がいい方法がないかと思いましたが、中に

あればそれを見ていただけばいいですね。その場合に例えば、時刻表が中



の待合室にありますという表示を待合室にしてもいいですか。 

（委 員） それは建物が出雲市さんのものですので、全然かまわないと思います。 

（委 員） 外にある待合室にあったものが、中に入って、線路を渡ってあそこにあ

る、中の待合室に行ってもらってよいですね。 

（委 員） はい。 

（委 員） ありがとうございます。 

（会 長） そのほかにいかがでしょうか。 

（委 員） 少し質問をさせていただきたいんですが、施策 1－3 で鉄道の利用促進

強化というところ。これにつきましては前回の協議会の中でも、このよう

な計画をやるということで、皆さんも承知のうえだと思いますが、今これ

見ておりますと、鉄道利用促進の取り組み、住民の利用機会の増加を目指

しますというところがあります。 

この取り組みの中でＪＲ西日本の利用促進というところで、都市間を結

ぶ輸送についての利用促進ということがおもてになっているとおりです

が、今後、質問としてはですね、ＪＲさんも一畑電車さんも乗り方教室を

やられると思いますが、本当に地域住民として、鉄道の利用が便利なのか

どうなのかについての検証、或いはそういう取り組みもしていかなければ

ならないと思っております。 

というのは、出雲市から西、特に小田から出雲市間っていうのは非常に

人数が減っております。例えば、僕らが江南駅に行こうと思っても、2時

間待ちという時間帯もあります。小田もそうです。路線バスも当然ながら

1日 3本ぐらいしか出てない。 

そういうところにおられる方々が利用促進をしようかと思っても、なか

なかできない媒体です。利用するってことはなかなか難しい。こういうと

ころを踏まえた中で、この利用促進強化については、今ある媒体をどう使

うかということが今一番重要だと思うので、例えば小田地域の人、或いは

湖陵地域の人が出雲市の病院まで行くのにどんなルートがあるのか、どん

な時間がかかるのかというようなものを、各自治会の中でもそういうよう

な時刻表みたいなものを作られてもいいと思いますし、今のこの利用促進

のところについては、非常に若者向け、或いは観光客向け、非常に目立っ

ていると思うので、今後、事業計画実施計画の中では、もう今年度はこれ

だと思うんですけども、これから先、作っていくにあたっては、そのよう

な鉄道促進、利用促進についてはそういうような取組が必要じゃないかな

と。 

だから利用しやすいような、住民さんには、あるダイヤの中でどのよう

な使い方ができるのかというような促しを、そういう取り組みをしていけ

るんじゃないか、今後そのような取り組みを考えているかどうかという質

問をまず 1点。 



それから先ほど担い手不足の話が出ました。これについては私も機会あ

るごとに述べさせていただいておりますけれども、島根県の方の取組とし

ても今ご紹介いただきましたし、それから自衛隊の退職の方々の募集もど

うだというご意見いただいた中でも様々なところで、皆さんにはこの公共

交通に関わるところでご支援をいただいていると思います。 

私、立場から言いますと、この交通事業者に携わる労働者の労働組合の

代表として出ておりますけれども、私もバスの運転手でございます。今は

ちょっと 4年間離れておりますけれども。 

この、まず担い手ですね、2000 年ぐらいまで、規制緩和までは非常に

バスの運転手になりづらかったという経緯がございます。これはですね、

非常に賃金が高かった。当時、年齢も高いところにいきますと、1000 万

円近いような賃金でやっていたんだけれども、ただそれが、2000 年の前

後で規制緩和がございまして、非常に競争が激しくなった。それでいろん

なバス事業に関わる観光バスであったり、高速バスであったりは、様々な

事業者が参入してきてですね、過当競争になってしまった。そうして何が

起こったかというと、そこに携わる労働者の賃金を大幅に削減した。我々

も 35％から約 40％の賃金カットで抑えられている。そういう状況がござ

います。今、現時点でもその流れがまだ続いております。 

岡山県では、この取組として、ゴーゴーキャンペーンというキャンペー

ンがございまして、これどういうキャンペーンかといいますと、バスの乗

務員になられた方には 50万円の祝い金をだします。1年間限定で賃金 50

万円を保障するものです。 

どのようなことがおこったかというと、応募に殺到されたということで

す。 

50万といいますと、年収 600万円超え。ボーナスも含みますと、600万円

以上。そういうことで、非常に他県では様々な取組、これは事業者ですけ

れども、そういう取組をされている。 

何が言いたいかって言いますと、今いろんな方々にバスの乗務員或いは

タクシーの乗務員さんに入ってもらうのはいいけど、その人たちをどのよ

うにとどめるかというのが大きな問題。それで、我々もその仲間をとどめ

るために一生懸命頑張っているところです。労働条件、処遇、ここについ

ては、事業者の体力もありますので、限りがあるわけですけれども。 

その業界のイメージを払拭するということをおっしゃられましたが、業

界のイメージ自体、我々バスの乗務員の立場から言いますと、わかって 

入っている。公共性の高いもの、それから、お客様の命を大切に、絶対に

けがさせない、失わないという思いで、日々仕事をしておるわけですけれ

ども、どうしてもそこに関わる対価というのは非常に低くなっている。 

最低賃金も、10 月から上がるということになっていますけども、非常



に、他の業界の賃金が今、非常に急激に上がりつつある。その中でこのよ

うな、特に乗り合い、タクシーであったり、バスであったり、トラックで

すね、道路を走る運輸業界については、取り残されている感覚があります。 

何が起こっているかというと、今までは頭がなくても汗を出せば、同じ

ような生活ができるということでやっているけどそれもままならなく 

なった。 

汗をかいても、通常の生活がままならなくなったような世の中だ。それ

が運転じゃなくても他の業界だったら同じような賃金がとれる。そういう

ような状況の中だと、入ってこられても、すぐやめてしまうというところ

が現状としてございます。我々の取組としてはですね、何とか事業者にも

当然ながら処遇の改善を求めていきたいと思っていますけども。 

産業全体として、国に対しても、いろんな施策を変えていって、介護事

業、看護事業、保育事業もそうですが処遇が悪いので、処遇改善手当とい

うのも国からでるような、そういう仕組みもできてきました。我々として

も、公共性の高い、特に貨物もそうですけれども、この運輸業界に携わる

皆さんの処遇の改善を求めていくというのも、国全体でやっていこうと思

っていますので、今後ともこの担い手不足については、皆さんも非常に、

重いテーマとして、今後も考えていただきたいという意見を添えまして、

質問は 1点ですけれども、発言をいたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

（会 長） ありがとうございました。施策 1－3 の鉄道の利用促進強化に関しての質

問でありますけれども、JR さん一畑電車さん、何かお考えがありますで

しょうか。 

（委 員） ありがとうございます。 

確かに出雲から西に行くと、勤務時間が 2 時間に 1 本という時間がご

ざいます。どうしても鉄道って、固定費が非常にかかるものでして、いろ

んな意味を含めて、車両を維持していかなくてはならない、乗務員も確保

していかなければならないという中で、鉄道といういわゆる大量輸送する

乗り物に対して、これだけの人数にこれだけのダイヤが必要かいうことに

つながるということで、2年前でしょうか、適正いわゆるダイヤの適正化

ということがございました。 

これは山陰に限ったことではなくて、JR 西日本全体で、例えば出雲か

ら東は 1 時間に 1 本確保しております。西については昼の時間帯が 2 時

間に 1本。浜田・益田に至っては昼の時間が 3時間に 1本という形になっ

ていますけれども、山陽本線におきましても、例えば福山から尾道、三原

の間でもこれまでは 20分ごとに運転していたのを、昼の時間帯は 1時間

に 1 本とかいうところまで削っておりまして、ご利用の実態をきちんと

見てダイヤを決めるというふうにしているところでございます。 



国鉄から JR になって、列車の本数を増やしてはきておりましたけれど

も、列車の本数を増やし分だけご利用のお客様が増えたかというと逆でご

ざいまして、増やしてもご利用のお客様は減っている現状もございますの

で、適正化ということで、一畑電車さんからもありましたけども、その分

を観光でお越しいただいた、観光で誘客をやることによって、観光のお客

様に、地域の鉄道をご利用いただくという感じでなんとか維持をしていき

たいというふうに JR西日本は考えているところでございます。 

やくもの利用促進ということでとにかく誘客で出雲市にお越しいただ

いて、いわゆる地域間の移動、いわゆる出雲から玉造温泉、松江であった

りという移動を一畑電車さんなり弊社をご利用いただくという形で、地域

のいわゆる空白列車の維持もしていく努力をしていくということでござ

います。 

（委 員） 続いて一畑電車の方からもコメントをさせていただこうと思います。 

こちらに記載させていただいております、利用促進の強化という部分に

つきましては、企業訪問等もやらせていただいていますけれども、基本的

に、特に幼稚園、保育園向けという部分が、比率的には正直高くなってる

というところは否めないかと思って、ご意見をうかがわせていただきまし

た。 

確かに我々としても、いわゆる地域の公共交通という意味合いでマイレ

ールという感覚を幼少期から持っていただくという部分において、保育

園、幼稚園、それから小学校、各学校さんの方からの、弊社の事業案内で

すとか、見学ですとか、そういうようなことも受け付けている状況がござ

います。 

実はこれ 4 年前でしたか、弊社の方から資料提供させていただきなが

らだったんですが、県立出雲高校の 2年生さんが、一畑電車のイベント企

画等に参加した子、していない子、それが高校 2年生なってから一畑電車

に対してどのようなイメージを持っているかということで、アンケートを

されたんですけれども、やはり幼少期に弊社の列車イベントご参加いただ

いている生徒さんの方が我々弊社に向かっての親和度が高いというアン

ケート結果をいただいたことがあります。 

幼少期に我々のイベントに参加いただいた方が一畑電車に親しみを 

持っていただいているというアンケート結果を見ましたので、やはりこち

らの方に注力していたというのは間違いないところでございます。当然こ

の活動は、以後も続けていかなければいけないところでございます。 

今、沿線企業の訪問ということで、働いている現役世代の方にもアプ 

ローチをかけさせていただいておりますが、確かにご意見をいただいたと

おり、例えばご高齢の方が病院もしくは買い物、そういうものに出かける

にあたって一畑電車をどう乗りついで、他の交通機関も含めて、どういう



形でご利用いただいているかという、いわゆる他社を含めた主観的な見方

というのは確かに不足していたかと思います。 

これらも含めて、弊社でも事業計画を改めて考えなければいけないと思

い、今コメントをさせていただいたところでございました。そういうとこ

ろに向かって対応もさせていただきたいと思っております。 

あとはやはり交通モードとして、鉄道というのが大量輸送向けという要

素が一つございます。我々としてはこの特性を生かす形で、行っていかな

ければいけない背景も正直ございます。 

あとは弊社の場合は線路が単線、1 本しかないということもありまし

て、列車の行き違いがなかなかできない。ダイヤを設定するにしても、朝

夕はかなり詰めて走らせているつもりではいるんですけれども、日中帯が

どうしても 55分に 1本というダイヤが指標になっているというのが実情

ではありますけれども、その一方で別の特性であります大量輸送、これを

生かせるような形ですね、これも当然ながらこの会の中でも検討していか

なければいけないんじゃないかと考えております。 

バス、鉄道、あとはタクシーその他もろもろ公共交通ございますけれど

も、やはりそれなりの特性がある中で、公共交通を形成していかなければ

いけないと考えていますので、この会議の場においても、例えば、鉄道利

用に行おうと思うと、2 時間に一本或いは 55 分に一本という間隔になら

ざるを得ないところが、例えば他の交通モードを使うことによってそれが

変化できるのか、というところも検討材料になります。 

ただそういう検討材料の中で、一方で、確かに先程来コメントにありま

したとおり、いわゆる運転士、運転手の不足。運転手の不足も含めてです

が就労者の確保という問題も一方で出てくるというお話になってくるか

と思います。 

そこまで立ち入るお話になってくるような時勢になったということも

含めて、この会の中でもまた皆さんのご意見を頂戴しながら対応させてい

ただくようになるんじゃないかと考えております。一畑電車からは以上で

す。 

（会 長） ありがとうございます。 

丸山様からのご質問は鉄道の利用促進強化、観光客といったところで強

化をしていく必要はあるんだけど、一方では地域住民の皆さんにはしっか

り利用していただけるように、利用促進というのを図っていく必要がある

のではないかと。例えばですけど、先ほど一畑電車さんも触れられました

けれども、病院に行くときにはこういう乗り継ぎをしていけば、こういう

時間帯に行けるんだよというような周知とか、それを実際に利用していた

だく、そういったことも必要ではないかというご質問の趣旨だったと思っ

ております。 



このことに関してはＪＲさんと一畑電車さんからコメントをいただき

ましたけれども。 

（委 員） 一畑バスからよろしいでしょうか。 

（会 長） はい。お願いします。 

（委 員） 利用促進というところで、過去、松江、出雲でもやっていたんですけど、

自治会の単位でいろんな会合が開かれたところに顔を出させていただい

て意見をお聞きするとか、また、マイダイヤっていうふうに私共呼んでい

るんですけども、自分の地区からどこそこへ行くために、時刻表そういっ

たものの作成ができるんじゃないかなと。 

そうすれば、これちょっとＪＲさんの考え方と、逆行するような形にな

りますけども、そういった時刻表を作成して、皆さんそれを見ていただい

て、利用をしていただくと思っておりますので、またお声がけいただけれ

ば、お話を伺ったり、バスの現状をお話したりできるかなと思っておりま

す。 

それと、また別なんですが、担い手不足の関係で一畑バス、先般来いろ

いろとマスコミを賑わせておりますが、経緯と今後の考え方についてお話

をさせていただきたいと思います。 

まず 7月 20日ですが、新型コロナ感染者 3名発生をしまして、松江地

区において、22 便運休をいたしました。それ以前から慢性的な運転手不

足ということで、運行管理者の兼務運転士を乗務させたり、また高速バス、

私ども高速バスは企業として収益の柱ではありますが、この高速バスを減

便して、また、利用が増えてきた路線の復便、元に戻すことをせずに、こ

のローカル路線を守るために、そこに運転士を充当してやって参りました

が、この 7月 20日は 3名のコロナ感染者のみでもう欠便をせざるをえな

いというところで、この後建て直しをしようということで、貸切バスなど

で引き受けてるものをできる限り、他社が受けていただけるものについて

は、外に出すとかすることをして対応してきましたが、その後長欠者が出

てきたり、また計画外の退職者も発生しました。それが 7月末のところで

す。 

8月の頭に社内会議をしまして、このままだといつ欠便が出てもおかし

くないぞということから、急ではありましたけども、8月の第 1週のとこ

ろで、運輸支局さんなどにダイヤ改正をさせて欲しいと相談をさせていた

だいたところです。 

当初、当面の間ということでも考えましたが、その先行きがなかなか見

通せないということから、今回、ダイヤ改正を実施しました。 

ダイヤ改正については、当初、松江管内、出雲管内すべて含めて、10月

1日を予定しておりました。それを松江管内においては前倒しをする格好

で実施をしたというところでございます。計画としては、9月にも出雲＝



大阪線を減便しようということで、9月には、新しい新人の運転士もひと

り立ちするので、それを待てば何とかという思いもあったんですが、もう

それを待つことはできないというところ、また今後も厳しい状況は変わら

ないということから、8 月 14 日のダイヤ改正にいたったところでござい

ます。 

今後の考え方としましては、まず出雲管内については、先ほど少し触れ

ましたが、10月 1日にダイヤの改正を進めているところでございます。 

それから、4月以降のところでは、先ほど丸山委員からもございました

が、運転手不足解消として処遇改善は欠かせない、必至だと、必ず必要と

思っておりますので、それを踏まえた施策、施策といいますか路線のあり

方について、松江管内出雲管内含めて検討していくところでございます。 

いろいろご不便をおかけしてるところもございますけども、ご理解いた

だきましてまた利用促進の方については、私どもも誠実に対応させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（会 長） はい。ありがとうございました。 

丸山委員さんからの地域住民を含めた利用促進という意味での事務局

としての何かコメントがありますか。 

（事務局） 様々なご意見を頂戴して、ありがたく思いつつ、それから非常に難しい

問題に我々直面しているということを改めて感じたところでございます。 

現在ある公共交通機関を生かしながら、地域住民の皆さんの利便性を高

めていくというようなことをこの 5年間かけて進めていくという状況で、

この会に望んでいるつもりでございます。 

いろいろ資源、運転士さん含めていろんなものがあるわけですけども、

今までどおり維持していくことすらなかなか難しいという皆さんのお話

だったというふうに理解をしています。ただ、その手をこまねいていてい

いかということではありませんし、この資源を生かしながら、皆さんが自

由に市内を行き来できるような形を作っていかないといけないというこ

とを思いつつ、しかしそのハードルは非常に高いというところを改めて感

じたところです。 

行政だけでどうこうできるものでもありませんし、地域の皆さんのご理

解とご協力、それから事業者さんの協力ももちろんないと進めていけませ

んので、また時間、限りがありますけども皆さんと意見交換をしながら、

前へ進めていきたいと思いますのでまた改めてよろしくお願いいたしま

す。 

（会 長） そのほかいかがでしょうか。 

（委 員） 佐田地域に導入される定額乗合交通ですけれども、出雲市の中山間地域

で、今回料金が見直されたりいろいろありますけれども、地域の方に浸透

してきているようでありますので、住民のみなさんの事前評価というもの



がどうであるか、お聞かせいただければと思います。 

例えば利便性でいったときに、予約が電話なんですけれども、アプリの

利用はどうか、また自宅のお迎えがあって目的地の乗降ポイントがありま

すから、帰りはおそらく自宅まで送ってもらえるのでしょうか。それとも

降りて目的を達してというものでしょうか。あるいは料金も定額でありま

すので、見直しがありましたけれども、そうしたものに対する金額的なも

ののも含めてどうなのか。それから市としての、今まで生活福祉バスがあ

りましたけれども、例えば財政負担的なものも考えて費用対効果としてど

うなのかお聞かせいただければと思います。 

（事務局） この 9月から始める定額乗り合い交通についてですが、行きは当然、自

宅からどこそこまでという連絡をいただいて、併せてその際に帰りも何時

頃に、帰りたいということをあわせて予約していただくようなスキームを

考えています。 

それから前回 5月の段階では 3300円という定額料金をお示しさせてい

ただきました。ただ、定額とした意味合いとしては、乗り放題というとこ

ろで、乗降ポイントも地元の皆さんと相談をしながら、できるだけあちこ

ちにたくさんの場所を設定させていただき、できるだけ出かけていただき

たいと思いから定額ということをしました。しかし、やはり単発でという

方もあるということから、少し割高感はありますけども単発でもご利用で

きるような形で新しい料金設定と、それから子供さん、それから障がい者

の方は半額、大体ＪＲさんなんかもそういうようにされていますので、そ

れに倣って半額の料金設定をさせていただいたという考え方でございま

す。 

それからもう 1 点福祉系のバスとの兼ね合いということだったかと思

いますけども、生活バスとして実証運行してみて様子を見ながら、皆さん

のアンケートを取り入れながら、どういう形に持っていくのがいいかを、

少し時間をいただいて検討させていただきたいというふうに思っており

ます。 

ご質問、こういった内容でよろしかったでしょうか。 

（会 長） 電話予約はどういう評価なのかという話がありましたのと、つまりアプ

リとかネット予約とか最近はあるのではないかという話と、費用対効果、

これについてどう考えるかと。 

（事務局） まず電話、アプリという話も当然ありますし、そういうものを利用する

ということもありましたが、この佐田地域においては、運行事業者さんの

方からまずは電話でということのご希望があり、地域にも精通されてると

いうことから佐田地域に関しては特にアプリまではいいというところが

ありましたので、まず電話でやってみることにしております。 

手広く広げていくということになると、地図情報がないと全市的には難



しい部分がありますので、将来的にはそういうことも当然考えていかない

といけないと思っております。 

それから費用対効果については、今 20 数人の登録申し出があったとい

うことですけども、できればもう少し広がって欲しいという部分もありま

すし、先程来言いますように運転手さんの数の問題ですとか車両の問題も

ありますので、予約殺到することはありがたい話ではありつつも、実際に

回せるのかっていう部分もありますし、そこのところはちょっと、実証運

行の中で、様子を見させていただきたいなと思っております。 

（会 長） 私の方も 3 つ目はよくわかりません。これまさに今年度実証運行とい

うことで、我々としてはぜひ成功させたいと意気込みを持っております。 

地域住民の皆さんの評価がどうかという話もあったんですけれども、今

回この仕組みを考える際に地域に入り込んで、地域の皆さんの意見を聞き

ながらこういう計画ではどうかということで進めておりますので、最初の

評価としては地域の皆さんからは OK をもらっているとふうには承知して

おります。 

そのほか、皆さんからご意見を頂戴したいと思います。 

（委 員） 出雲市議会ですけれども、今日は新しく今岡真治議員がとなりに座って

いただいておりますが、総務委員会の委員長ということで今回出席をさせ

ていただいております。 

これまで議会の方は、議長と総合交通政策特別委員会の委員長と 2 人

出席させていただいておりましたけれども、この度特別委員会の方を 

「うみ・やま地域振興特別委員会」「観光戦略推進特別委員会」「公共財産

活用特別委員会」という三つの特別委員会でこの 2 年間やるということ

にしておりまして、公共交通の関係は、これまでも総務委員会の方で担当

してきておりますけれども、今回総務委員会ですべてになってきたという

ことで今岡委員長に出席していただいております。ご理解をいただきたい

と思っております。 

それから一畑電車の関係ですが、実は行政の方の沿線対策協議会がござ

いますけれども、それとは別に議会の方も松江市議会さんと出雲市議会で

同様な協議会を作っております。出雲市の方はこれまで特別委員会の方で

出席をしておりましたけれども、今回からは、総務、常任委員会の方で聴

聞していただくということで対応させていただきますので、あわせて、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

それから、ちょっと質問でございますが、6ページ 7ページ、ＪＲさん、

また一畑電車さん、いろいろとご努力をしていただいておりまして、その

ような説明もあったところでございます。 

我々も出雲市の市民の皆さんと、大変重要な移動手段である公共交通で

ございますので、全力でお願いをさせていただきたいと思っているところ



ですが、6ページにしても 7ページにしても事業の実施主体が、交通事業

者と地域住民と書いてございますが、地域住民のところですね、どんなイ

メージで地域住民ということになっているのかというところを説明いた

だきたい。 

これが 1 点と、先ほど一畑電車さん、55 分で一本というお話でしたけ

れど、これ 1時間でなくて 55分という、何か理由がございますか。よろ

しくお願いします。 

（事務局） 事業の実施主体に関してはこちらの方で作らせていただきました。 

交通事業者と地域住民も参加してという意味で、この事業だったり、定

期券の関係だったり、地域住民も参加してという意味での地域住民という

ことで挙げさせていただいております。 

（委 員） 55 分に１本という考え方ですが、弊社は現在、北松江線と大社線とい

う二つの路線がございまして、出雲、松江、大社の各駅から出発した列車

を川跡という、あそこの交差点ですね。ここで、いちおう全部の乗換がで

きるというダイヤ設定にさせていただいております。 

それを基本的に一番間引いた形で結んだときに、基準時間となるのが

55 分。いわゆる各所からそれぞれの時間を合わせて出ていって、川跡で

すべての列車を合わせる。で列車を合わせてからまた各始終先に向かうと

いう形で運行してるんですが、その運行間合を一番長くとったところで

55分間隔というところで一つでき上がってます。 

当然ながら、朝夕或いは日中帯でも状況に応じてなんですが、列車間合

いを詰めるところがございます。朝なんかですとこれの間合いが詰まって

例えば 20 数分。川跡接続を行って 34 分ごとになったりということにな

るんですが、一番間引いた間隔で運行した時の間隔として 55 分というこ

とでご説明させていただきます。 

（委 員） 事業の実施主体、地域住民と書いてありまして、単にそのイベントへの

参加とかは実施主体とは言わないですね。雰囲気としては例えば、駅舎の

清掃を地域住民の皆さんにやっていただくとか。或いはその周りの環境整

備をしていただくとか、或いは感謝祭、平田のイベントをという話でした

けれども、もっとそういうのを一緒にやるような事業があれば地域の皆さ

んが実施主体というようなことになろうかとおもいますが、当然その強制

でやりなさいというような形じゃなくて、地域の住民の皆さんが自主的に

そういうところに立ち上がっていただくような、お互いにやっていく必要

があると思ったところですので、この辺はやっぱりみんなで考えていく必

要があろうかと思います。 

それから 55分で 1本というお話でしたが、仮に 1時間に 1本というこ

とになれば、さっきの時刻表の話がありましたけども、この駅、この駅、

この駅があったら、ここを何時５分で出発する、15分になる 25分になる



とですね、何時のときも 5分、15分、25分ということで、非常に利用客

にとったら便利かなと思いますけどもそこら辺はどうでしょうか。 

（委 員） ありがとうございます。 

確かに弊社の方で過去から、例えば何分ヘッドという言い方を我々業界

では言うんですけれども、例えば定時 00分で松江を出発する電車でした

と、例えば出雲を定時で 15 分にしますという考え方、全くないわけでは

ございませんけれども、現状でその時間を統一してしまいますと、例えば

川跡の駅で待ち時間が長くなってしまうという状態が生まれる可能性が

ございます。 

利便性という部分で、速達性を求めるのか、いわゆる時間決まったとこ

ろで出るのを求めるのかという考え方になるかと思うんですけれども、弊

社の場合、それをそろえてしまいますと正直、運行本数がかなり減ってし

まう。 

これはもう線路の事情もあるので申し訳ないんですけれども、現状で

は、決まった時間に時分に出発するというところのダイヤが今ちょっと組

めないという状況で運行しているというのが実情でございます。 

どちらをお求めいただくかというところが一つあろうかと思うんです

けれども、やはり基本的に弊社としましては本数多く設定することによっ

て、55 分は長いんですけれども、これよりなるべく詰める形で、皆さん

のご要望に近い時間、駅に行ったらなるべく早く待ち時間なくして移動が

できるというところで今ダイヤ設定を行わせていただいているというの

が現状でございます。 

ご意見として承りながら、今後のダイヤ作成には、また含めて検討して

参りたいと思います。 

（会 長） そのほかいかがでしょうか。全体を通してでも構いません。よろしかっ

たでしょうか。 

先ほど議長さんの方から地域住民の PR をいただきまして、質問をいた

だいたうえに向かうべき回答までいただきましてありがとうございまし

た。 

このことについては交通事業者さんだけで解決できない話ですので、行

政の方も協力して、主体的に、森山委員さんもおっしゃったとおり、地域

の皆さんが分かりやすいように作っていく話もいただきましたので、一緒

になって取り組んでいきたいと思います。 

そのほか皆さんの方からいかがでしょうか。大谷さんよろしいですか。 

それでは予定の議事は終了いたしました。皆様のご協力に感謝いたしま

す。進行を事務局にお返しいたします。 

（事務局） ありがとうございました。貴重な意見をたくさんいただき、胸がいっぱ

いお腹もいっぱいという感じはしてますけども、この計画の実践に向けて



精一杯努力をしていきたいと思います。続いてよろしくお願いします。 

閉会にあたりまして、高橋副会長からごあいさつをお願いします。 

７．閉会 

（副会長） 令和 3 年の 8 月だったと思いますけれども、出雲市地域公共交通活性

化協議会が発足いたしましてから、私が副会長ということで仰せつかりま

して今日まで務めさせていただきました。皆様方には大変ご理解ご協力い

ただきまして僭越ながらお礼を申し上げます。 

言うまでもなく地域公共交通は人口の減少ですとか厳しい状況がござ

いまして、とにもかくにもこうした公共交通計画の策定をということで出

雲市としては協議会が始まったところでございます。それは大変難しい課

題でもあるし、また我々が取り組まなければならない課題でもあろうかと

思います。 

今年の 1月には、出雲市の公共交通の計画書が出来上がりまして、それ

を具現化するということでやってまいりました。しかし、まだ様々な課題

がたくさんありますし、出雲市は大変広い地域でございますので、交通体

系を統一するのが大変難しいところがあります。 

そうした中で、少しずつこうして、具体化することによって公共交通の

課題がある中で、一つ一つそれに向かっていくことは大変素晴らしいこと

でないかなというところでございます。私は冒頭に申し上げましたけど、

合併して 10 数年経ちましたので、それまでもいろいろな交通体系が活躍

しておりましたので、なかなか一本化にはすぐなりませんけれども、ゆく

ゆくはそうした一元化も含めて公共交通の体系が一本化になるというこ

とが望ましいことであるかなと思っているところでございます。 

これまで、副会長として大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

（事務局） ありがとうございました。 

様々な意見を頂戴し、ありがとうございました。今年度もう 1回活性化

協議会の開催を予定しておりまして、次は年明けて 1 月にまたご案内を

差し上げたいと思っております。日程が決まりましたらまた改めてご連絡

いたしますのでその際はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

 


